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業務推進審査会の設置について（通知） 

 

 業務の品質確保に向けての取組みについては、平成２８年５月２４日付けで事務連絡「平

成２８年度「設計業務等の品質確保対策」の取組について（依頼）」を通知しているところ

ですが、そのうち受発注者のコミュニケーション円滑化に関しても今後更なる取組が求め

られているところです。 

今般、土木設計業務等の実施に際して、実施内容や履行期限等の変更を要する場合の対

処について、その手続きの透明性と公正性の向上及び迅速化を図るため、別紙の運用方針

に基づく業務推進審査会の取組を実施することとしたので通知します。対象業務について

適切に運用し、業務の円滑な実施をお願いいたします。 

 

別紙 ： 業務推進審査会 設置運用方針 
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